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一
、
は
じ
め
に

古
代
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
九
世
紀
と
い
う
時
代
は

一
つ
の
転
換
期
で
あ
る
。
九
世
紀
は
、
唐
で
は
七
五
五
年
の
安
史
の

乱
以
降
節
度
使
が
割
拠
し
、
新
羅
に
お
い
て
は
王
位
を
巡
る
争
い
が

続
く
混
乱
の
時
代
で
あ
る
。
唐
や
新
羅
の
政
治
的
衰
退
は
中
央
政
府

の
地
方
へ
の
統
制
力
の
弛
緩
を
生
じ
さ
せ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国

際
的
な
海
上
交
易
の
発
展
を
促
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
諸

国
に
よ
り
交
流
が
統
制
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
な
諸
地
域
間
の
多
様
な
交
流
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
新
た
な
交
流
の
時
代
の
扉
を
開
い
た
の

は
新
羅
人
で
あ
っ
た
。
新
羅
人
は
唐
の
山
東
か
ら
江
蘇
に
か
け
て
の

沿
海
地
域
に
広
く
居
留
地
が
お
か
れ
貿
易
業
を
中
心
に
活
動
し
て
い

た
。
中
で
も
在
唐
新
羅
人
張
保
皐
は
、
新
羅
帰
国
後
に
海
賊
の
取
り

締
ま
り
を
訴
え
て
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
る
莞
島
に
清
海
鎮
の
設
置

を
認
め
ら
れ
清
海
鎮
大
使
と
な
り
、
唐
・
新
羅
・
日
本
の
三
国
間
貿

易
を
展
開
し
台
頭
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
新
た
な
交
易
の
担
い
手
と
し
て
台
頭
し
た

新
羅
人
た
ち
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
以
下
『
行
記
』）
の
研
究

に
と
も
な
っ
て
注
目
さ
れ
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
し
か

し
、
そ
の
多
く
は
張
保
皐
の
交
易
活
動
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、

張
保
皐
を
直
接
の
対
象
と
し
て
扱
っ
た
研
究
は
少
な
い
。
張
保
皐
の

研
究
ノ
ー
ト

清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て

　
― 

泗
州
漣
水
県
を
中
心
に 

―

萩
　
原
　
史
　
明
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台
頭
を
直
接
の
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
蒲
生
京
子
氏

の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る（

（
（

。
蒲
生
氏
は
張
保
皐
を
新
羅
史
の
立
場
か
ら

評
価
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
張
保
皐
の
台
頭
か
ら
暗
殺
ま
で
の
行

跡
を
た
ど
り
つ
つ
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
張
保
皐
台

頭
の
要
因
と
し
て
、
在
唐
新
羅
人
組
織
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
海

上
勢
力
を
基
盤
と
し
た
、
交
易
活
動
に
よ
る
財
力
の
蓄
積
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
諸
研
究
も
含

め
て
先
学
の
見
解
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
張
保
皐

と
在
唐
新
羅
人
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
漠
然
と
し
た
感

が
否
め
ず
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
の
関
係
性
を
理
解
し
、
張
保
皐

の
台
頭
に
お
い
て
在
唐
新
羅
人
が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
、
唐
に
お
け
る
新
羅
人
居
留
地
の
視
点
か
ら
再
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
新
羅

人
居
留
地
に
注
目
し
、
特
に
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
か
っ
た
泗
州
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
を
中
心
に
、
張
保
皐
と
の
関

係
性
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
唐
に
お
け
る
新
羅
人
居
留
地
に
つ
い
て

唐
に
お
け
る
新
羅
人
の
居
留
地
は
、
山
東
か
ら
江
蘇
に
か
け
て

の
沿
海
地
域
に
広
が
っ
て
い
た
。
特
に
、
登
州
文
登
県
に
は
山
東
地

域
の
新
羅
人
戸
の
管
理
を
行
う
「
勾
当
新
羅
所
」
が
置
か
れ
、
山
東

の
在
唐
新
羅
人
社
会
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
楚

州
山
陽
県
と
泗
州
漣
水
県
に
は
「
新
羅
坊
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。「
新
羅
坊
」
で
は
、
新
羅
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
者

が
惣
管
と
し
て
新
羅
人
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
の「
新
羅
坊
」

は
、
唐
代
に
南
方
の
広
州
等
に
設
け
ら
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

「
蕃
坊
」
と
類
似
す
る
も
の
で
、
あ
る
程
度
の
自
治
を
認
め
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る（

（
（

。

　『
行
記
』
に
は
、
こ
れ
ら
新
羅
人
居
留
地
が
互
い
に
緊
密
に
結
ば

れ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
登
州
文
登
県
と
楚
州

山
陽
県
は
、
在
唐
新
羅
人
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
基
点
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
赤
山
村
は
新
羅
と
唐
を
結
ぶ
港
と

し
て
の
役
割
を
も
ち
、
交
易
船
や
使
節
が
こ
こ
を
基
点
と
し
て
往
来

し
て
い
た
。
ま
た
、
楚
州
は
淮
河
と
運
河
と
を
結
ぶ
経
済
的
・
軍
事

的
な
要
衝
で
あ
り
、
山
東
と
揚
州
な
ど
の
南
方
の
貿
易
港
を
つ
な
ぐ

基
点
で
あ
っ
た
。
楚
州
に
隣
接
す
る
泗
州
漣
水
県
は
、
淮
河
下
流
の

北
岸
に
位
置
し
、
西
南
に
六
〇
里
で
楚
州
山
陽
県
、
北
に
一
四
〇
里

で
運
河
を
介
し
て
海
に
つ
な
が
り
や
は
り
水
運
と
海
運
の
要
衝
で
あ

っ
た
。
新
羅
人
居
留
地
が
置
か
れ
た
地
域
は
い
ず
れ
も
交
通
の
要
衝

で
あ
り
、
在
唐
新
羅
人
の
な
か
に
は
交
易
に
携
わ
る
も
の
が
多
か
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

 

。

　
張
保
皐
の
清
海
鎮
と
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
が
も
っ
と
も
よ
く
う
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か
が
わ
れ
る
の
は
山
東
で
あ
る
。
山
東
半
島
の
突
端
に
位
置
す
る
赤

山
村
に
は
張
保
皐
に
よ
っ
て
赤
山
法
花
院
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
山

東
の
在
唐
新
羅
人
の
信
仰
の
中
心
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

ま
た
『
行
記
』
に
は
、
赤
山
村
を
基
点
と
し
て
張
保
皐
の
交
易
船
が

往
来
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
張
保
皐
の
貿
易
に
お
け
る
重
要

な
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る（

5
（

。

　
で
は
、山
東
以
外
の
新
羅
人
居
留
地
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

意
外
で
は
あ
る
が
、『
行
記
』
に
は
在
唐
新
羅
人
に
関
わ
る
多
く
の

記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
張
保
皐
と
山
東
以

外
の
在
唐
新
羅
人
居
留
地
と
の

関
係
を
示
す
記
述
は
非
常
に
少

な
い
。
山
東
に
お
け
る
張
保
皐

の
存
在
感
が
大
き
な
も
の
で
あ

る
の
に
比
べ
て
、
張
保
皐
と
の

直
接
的
な
関
係
性
が
う
か
が
わ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
、

張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
の
関
係

を
捉
え
る
う
え
で
漠
然
と
し
た

印
象
を
う
け
る
要
因
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
泗
州

漣
水
県
に
注
目
す
る
と
、
張
保

皐
お
よ
び
清
海
鎮
と
の
関
わ
り

の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

図１　『入唐求法巡礼行記  （』平凡社 （970 より抜粋
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三
、
張
保
皐
と
泗
州
漣
水
県

　
張
保
皐
と
泗
州
漣
水
県
の
新
羅
人
居
留
地
と
の
関
係
を
検
討
す
る

手
が
か
り
と
し
て
、
円
仁
の
書
状
を
と
り
あ
げ
る
。

　『
行
記
』
開
成
五
（
八
四
〇
）
年
二
月
一
七
日
条
に
は
、
円
仁
が

崔
暈
と
張
保
皐
へ
宛
て
た
書
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。

十
七
日
。
為
与
崔
押
衙
留
状
一
封
、嘱
着
院
家
。
兼
以
書
一
封
、

同
贈
張
大
使
。
其
狀
如
左
。
披
展
改
歲
、
徳
音
希
聞
。
勤
積
増

深
。
春
景
已
暄
。
伏
惟
押
衙
尊
躰
康
裕
。
即
此
円
仁
蒙
恩
、
隔

以
雲
程
、
不
獲
覲
謁
。
瞻
嘱
日
深
、
欽
詠
何
喩
。
円
仁
留
住
山

院
、
多
幸
過
年
。
厚
蒙
衆
僧
仁
徳
、
殊
慰
旅
情
。
斯
乃
押
衙
慈

造
矣
。
庇
蔭
広
遠
、
豈
以
微
身
能
酬
答
乎
。
深
銘
心
骨
、
但
増

感
媿
。
先
蒙
芳
旨
、開
春
、従
漣
水
、専
使
賜
船
、送
達
淮
南
者
。

近
聞
臺
山
霊
跡
、
不
任
追
慕
。
円
仁
本
意
、
専
尋
尺
教
。
幸
聞

聖
境
、
何
得
不
赴
。
縁
有
此
願
、
先
向
臺
岳
。
既
違
誠
約
、
言

事
不
諧
、
深
愧
高
情
。
還
恐
所
遣
使
人
、
空
致
劬
労
、
莫
賜
怪

責
。
求
法
已
後
、
却
帰
赤
山
。
従
清
海
鎮
、
転
向
本
国
。
伏
望

参
張
大
使
、
具
陳
事
情
。
円
仁
却
迴
、
略
計
明
年
秋
月
。
若
有

彼
方
人
船
往
来
、
請
垂
高
命
、
特
令
尋
看
。
僧
等
帰
郷
、
専
憑

鴻
救
。
不
任
勤
仰
之
至
。
謹
留
空
状
代
申
。
不
宣
。
謹
状
。

　
　
　
開
成
五
年
二
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
国
求
法
僧
伝
燈
法
師
位
円
仁

崔
押
衙
　
伝
者

南
判
官
。
尊
躰
万
福
。
雖
未
接
拳
、先
已
蒙
知
聞
。
宛
如
面
覲
。

伏
惟
、
照
悉
事
情
同
前
、
請
、
莫
厭
棄
。
縁
懐
無
紙
、
不
別
書

状
。
垂
恕
幸
甚
。
謹
空
。

生
年
未
祗
奉
。
久
承
高
風
、
伏
増
欽
仰
。
仲
春
已
暄
。
伏
惟
大

使
尊
躰
、
動
止
万
福
。
即
此
円
仁
遙
蒙
仁
徳
。
無
任
勤
仰
。
円

仁
為
果
旧
情
、
淹
滞
唐
境
。
微
身
多
幸
、
留
遊
大
使
本
願
之
地
。

感
慶
之
外
、
難
以
喩
言
。
円
仁
辞
郷
之
時
、
伏
蒙
筑
前
大
守
寄

書
一
封
、転
献
大
使
。
忽
遇
船
沈
浅
海
、漂
失
資
物
。
所
付
書
札
、

随
波
沈
落
。
悵
恨
之
情
、
無
日
不
積
。
伏
冀
莫
賜
怪
責
。
祗
奉

未
期
、
但
増
馳
結
不
情
。
謹
奉
状
起
居
。
不
宣
。
謹
状
。

　
　
開
成
五
年
二
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
日
本
国
求
法
僧
伝
燈
法
師
位
円
仁
状
上

　
清
海
鎮
大
使
　
麾
下
謹
空

　〈『
行
記
』
巻
二
、
開
成
五
（
八
四
〇
）
年
二
月
一
七
日
条
〉

崔
暈
（
崔
押
衙
）
は
張
保
皐
の
清
海
鎮
に
つ
な
が
る
新
羅
人
で
、

「
大
唐
売
物
使
」
と
い
う
肩
書
で
張
保
皐
の
交
易
船
を
率
い
て
い
た

人
物
で
あ
り
、「
兵
馬
使
」
や
「
押
衙
」
の
肩
書
も
兼
ね
て
い
る
こ

と
か
ら
清
海
鎮
の
組
織
の
中
で
あ
る
程
度
の
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る（

6
（

。
書
状
の
内
容
を
み
る
と
、
円
仁
は
崔
暈
と
の
間
に
、「
開

春
に
漣
水
よ
り
専
使
を
も
っ
て
船
を
賜
り
淮
南
に
送
達
せ
ん
」
と
い
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う
「
誠
約
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
こ
の
書
状
の
日
付
が
開

成
五
（
八
四
〇
）
年
二
月
一
七
日
な
の
で
、
こ
の
誠
約
は
そ
れ
以
前

に
か
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月
二
八
日

条
に
は
赤
山
法
花
院
に
滞
在
す
る
円
仁
の
も
と
に
崔
暈
が
慰
問
に
訪

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
に
誠
約
が
交
わ
さ
れ
た
の
だ

ろ
う（

7
（

。
し
か
し
、
円
仁
は
こ
の
誠
約
を
違
え
て
崔
暈
に
新
た
な
依

頼
を
す
る
。
そ
の
内
容
は
、「
求
法
の
後
は
、
赤
山
に
も
ど
り
帰
り
、

清
海
鎮
よ
り
転
じ
て
本
国
に
向
わ
ん
と
す
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
、

張
大
使
に
参
じ
て
、
具
に
事
情
を
陳
べ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
円
仁
の
却

廻
は
、
は
か
る
に
明
年
の
秋
月
な
ら
ん
か
。
も
し
彼
方
に
人
船
の
往

来
有
ら
ば
、
請
う
ら
く
ば
高
命
を
垂
れ
て
特
に
尋
ね
看
せ
し
め
ら
れ

ん
こ
と
を
。
僧
ら
の
帰
郷
は
専
ら
鴻
き
救
い
に
憑
れ
り
。」
と
あ
り
、

求
法
の
後
に
赤
山
よ
り
清
海
鎮
を
経
由
し
て
本
国
に
帰
郷
す
る
た

め
、
明
年
の
秋
に
人
船
を
取
り
計
ら
う
こ
と
を
依
頼
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
円
仁
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
開
成
四
年
七
月
二
十
三
日

条
か
ら
よ
り
詳
し
い
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。

廿
三
日
。
早
朝
。
山
頭
望
見
泊
舶
処
、
九
隻
船
並
不
見
。
便
知

夜
頭
同
発
。
西
北
風
吹
。
赤
山
東
北
隔
海
去
百
許
里
、
遙
見

山
。
喚
為
青
山
。
三
峯
竝
連
、
遙
不
炳
然
。
此
乃
秦
始
皇
於
海

上
修
橋
之
処
。
始
皇
又
於
此
山
、
向
東
見
蓬
萊
山
、
瀛
山
、
胡

山
。
便
於
此
死
。
其
時
麻
鞋
今
見
在
矣
。
見
旧
老
説
、
便
得
知

之
。
三
僧
為
向
天
台
、
忘
帰
国
之
意
、
留
在
赤
山
院
。
毎
問
行

李
。
向
南
去
、
道
路
絶
遠
。
聞
尊
、
向
北
巡
礼
有
五
臺
山
。
去

此
二
千
余
里
。
計
南
遠
北
近
。
又
聞
有
天
台
宗
和
尚
法
号
志
遠
、

文
鑒
座
主
。
兼
天
台
玄
素
座
主
之
弟
子
。
今
在
五
臺
山
修
法
花

三
昧
、
伝
天
台
教
迹
。
北
臺
在
宋
谷
蘭
若
。
先
修
法
花
三
昧
、

得
道
。
近
代
有
進
禅
師
。
楚
州
龍
興
寺
僧
也
。
持
涅
槃
経
一
千

部
入
臺
山
。
志
遠
禅
師
辺
受
法
花
三
昧
。
入
道
場
求
普
賢
。
在

院
行
道
、
得
見
大
聖
。
如
今
廿
年
来
也
。
依
新
羅
僧
聖
林
和
尚

口
説
記
之
。
此
僧
入
五
臺
及
長
安
遊
行
、
得
廿
年
、
来
此
山
院
。

語
話
之
次
、
常
聞
臺
山
聖
跡
、
甚
有
奇
特
。
深
喜
近
於
聖
境
。

暫
休
向
天
台
之
議
、
更
発
入
五
臺
之
意
。
仍
改
先
意
。
便
擬
山

院
過
冬
、
到
春
遊
行
巡
礼
臺
山
。

〈『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
年
七
月
二
三
日
条
〉

　
赤
山
浦
に
停
留
し
て
い
た
承
和
遣
唐
使
の
帰
国
船
団
は
前
日
の
夜

に
出
港
す
る
が
、
円
仁
は
そ
の
帰
国
船
に
は
乗
ら
ず
赤
山
法
花
院
に

留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
円
仁
は
そ
の
時
の
心
境
を
「
三
僧
は
天
台
に

向
か
わ
ん
が
た
め
帰
国
の
意
を
忘
れ
、
留
ま
り
て
赤
山
院
に
在
り
。」

と
記
し
て
お
り
、
円
仁
は
天
台
山
へ
の
巡
礼
を
目
指
し
て
赤
山
法
花

院
に
留
ま
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
同
条
に
は
円
仁
が

そ
の
意
を
変
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
円
仁
は
、
新
羅
僧
の
聖

林
和
尚
に
天
台
山
へ
の
旅
程
に
つ
い
て
問
い
、「
南
に
向
か
い
去
る

は
道
路
は
な
は
だ
遠
し
」、「
北
に
向
か
い
て
巡
礼
す
れ
ば
五
臺
山
あ

り
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
二
千
余
里
。
計
る
に
南
は
遠
く
北
は
近
し
」
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清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て
―
泗
州
漣
水
県
を
中
心
に
―
（
萩
原
）

と
い
う
話
を
聞
く
。
さ
ら
に
、
五
臺
山
に
つ
い
て
「
天
台
宗
の
和
尚

の
法
号
を
志
遠
、
文
鑒
と
い
え
る
座
主
あ
り
。
兼
ね
て
天
台
の
玄
素

座
主
の
弟
子
な
り
。
い
ま
五
臺
山
に
あ
り
て
、
法
華
三
昧
を
修
め
、

天
台
の
教
迹
を
伝
え
る
。」
な
ど
と
、聞
く
に
お
よ
ん
で
、円
仁
は
「
し

ば
ら
く
天
台
に
向
か
う
の
議
を
休
め
、
更
に
五
臺
に
入
る
の
意
を
発

す
。
よ
り
て
先
意
を
改
め
、
す
な
わ
ち
山
院
に
て
冬
を
過
ご
し
、
春

に
至
り
て
遊
行
し
、
臺
山
を
巡
礼
せ
ん
と
擬
す
。」
と
、
天
台
山
を

巡
礼
す
る
計
画
を
変
更
し
て
五
臺
山
を
巡
礼
す
る
こ
と
に
そ
の
意
を

改
め
た
こ
と
が
み
え
る
。
円
仁
が
赤
山
法
花
院
で
崔
暈
の
慰
問
を
受

け
た
お
よ
そ
一
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

先
に
あ
げ
た
崔
暈
宛
て
の
書
状
に
は
、「
幸
に
も
聖
境
の
こ
と
を

聞
く
、
何
ぞ
赴
か
ざ
る
を
え
ん
や
。
こ
の
願
あ
る
に
よ
り
て
、
ま
ず

臺
山
に
向
か
わ
ん
と
す
。
す
で
に
誠
約
に
違
い
、
言
と
事
と
は
か
な

わ
ず
。
深
く
高
い
情
に
愧
じ
ま
つ
る
。
恐
ら
く
ば
遣
わ
す
と
こ
ろ
の

使
人
が
空
し
く
労
苦
を
致
さ
ん
こ
と
を
。」
と
あ
り
、
円
仁
が
五
臺

山
を
巡
礼
す
る
こ
と
に
し
た
た
め
、
誠
約
を
違
え
て
崔
暈
の
使
い
の

者
が
徒
労
に
終
わ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
が
、
こ

れ
は
円
仁
が
天
台
山
巡
礼
か
ら
五
臺
山
巡
礼
に
そ
の
計
画
を
変
更
し

た
こ
と
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
円
仁
が
開
成
四
（
八
三
九
）

年
六
月
二
八
日
に
赤
山
法
花
院
で
崔
暈
の
慰
問
を
受
け
た
際
に
取
り

交
わ
し
た
誠
約
と
は
、
天
台
山
巡
礼
を
念
頭
に
置
い
て
、
春
に
漣
水

よ
り
使
い
を
出
し
て
船
で
円
仁
を
淮
南
ま
で
送
達
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、『
行
記
』
開
成
五
（
八
四
〇
）
年
二
月
一
七
日
条
の
崔
暈

へ
宛
て
た
円
仁
の
書
状
は
、
天
台
山
巡
礼
か
ら
五
臺
山
巡
礼
へ
と
計

画
を
変
更
し
た
円
仁
が
、
あ
ら
た
に
翌
年
の
秋
に
赤
山
か
ら
清
海
鎮

を
経
由
し
て
本
国
に
送
達
し
て
も
ら
う
た
め
の
帰
国
船
の
便
宜
を
依

頼
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
二
点
に
注
目
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
崔
暈
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
円
仁
と
崔
暈
と
の
や
り
取
り
を
み
る
と
、
崔
暈
が
船
の
手

配
に
関
し
て
か
な
り
融
通
の
利
く
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
崔
暈
が
張
保
皐
の
「
大
唐
売
物
使
」
と
い
う
立
場
に
あ
っ

た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
書
状
に
お
い
て
、円
仁
は「
伏

し
て
望
む
ら
く
は
、
張
大
使
に
参
り
、
具
に
事
情
を
陳
べ
ん
」
と
記

し
て
い
る
。
こ
の
「
張
大
使
」
は
文
脈
か
ら
「
清
海
鎮
大
使
張
保

皐
」
を
指
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
の
で
、
円
仁
は
本
国
へ
の

帰
路
に
お
い
て
張
保
皐
へ
の
面
会
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
崔
暈
に
伝

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
円
仁
が
崔
暈
へ
の
書
状
と
と
も
に

張
保
皐
に
も
書
状
を
し
た
た
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
円
仁
は

船
の
手
配
に
関
し
て
張
保
皐
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
、
円
仁
が
崔
暈
を
通
じ
清
海
鎮
の
張
保
皐
に
対
し

て
船
の
便
宜
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
崔
暈
と
漣
水
県
の
関
係
で
あ
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）

る
。
円
仁
と
崔
暈
と
の
間
に
は
「
漣
水
」
よ
り
使
い
を
出
し
て
円
仁

を
淮
南
に
送
達
す
る
と
い
う
誠
約
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
漣

水
」
と
は
、
泗
州
漣
水
県
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
泗
州
漣
水
県
に
は
「
新
羅
坊
」
が
置
か
れ
て
お
り
交
通
の

要
衝
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
崔
暈
が
泗
州
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
に
対

し
て
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

崔
暈
と
漣
水
県
の
関
係
は
他
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。『
行
記
』
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
七
月
九
日
条
に
は
、崔
暈
が
「
国

難
」
か
ら
逃
れ
て
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と

が
み
え
る
。

九
日
。
斎
時
、
到
漣
水
県
。
県
属
泗
。
縁
楚
州
訳
語
有
書
、
付

送
漣
水
郷
人
、
所
嘱
令
安
存
。
兼
計
会
留
鉤
之
事
。
仍
到
県
、

先
入
新
羅
坊
。
坊
人
相
見
、心
不
慇
懃
。
就
惣
管
等
苦
覓
識
認
。

毎
事
難
為
。
遇
崔
暈
第
十
二
郎
。
曾
為
清
海
鎮
兵
馬
使
。
在
登

州
赤
山
院
時
、
一
度
相
見
、
便
書
名
留
期
云
、
和
上
求
法
帰
国

之
時
、
事
須
将
此
名
紙
到
漣
水
。
暈
百
計
相
送
、
同
往
日
本
。

相
期
之
後
、
其
人
又
帰
到
新
羅
、
遇
国
難
、
逃
至
漣
水
住
。
今

見
便
識
、
情
分
不
疏
。
竭
力
謀
停
住
之
事
、
苦
覓
識
認
。
管
等

俛
仰
計
之
。
仍
作
状
入
県
見
長
官
、
請
停
泊
当
県
新
羅
坊
内
、

覓
船
帰
国
。

〈『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
七
月
九
日
条
〉

帰
国
船
を
求
め
て
い
た
円
仁
は
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
を
お
と

ず
れ
、
そ
こ
で
六
年
ぶ
り
に
崔
暈
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
注
目

し
た
い
の
は
、
崔
暈
が
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
に
身
を
置
い
て
い
た

事
情
で
あ
る
。
記
事
に
よ
れ
ば
崔
暈
は
新
羅
の
「
国
難
」
に
あ
い
、

逃
げ
て
漣
水
県
の「
新
羅
坊
」に
身
を
置
い
て
い
た
と
い
う
。こ
の「
国

難
」
に
つ
い
て
は
、
八
四
一
年
一
一
月
に
張
保
皐
が
暗
殺
さ
れ
た
こ

と
に
と
も
な
う
新
羅
国
内
の
混
乱
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る（

8
（

。
張
保

皐
が
暗
殺
さ
れ
る
と
新
羅
は
清
海
鎮
の
残
党
を
追
捕
す
る
使
節
を
派

遣
し
て
お
り（

9
（

、
崔
暈
は
新
羅
の
追
捕
の
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
漣
水
県

に
身
を
隠
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
清
海
鎮
に
つ
な
が
る
者
を
住
ま
わ

せ
る
こ
と
は
、
張
保
皐
を
め
ぐ
る
新
羅
の
混
乱
の
波
及
を
ま
ね
く
危

険
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漣
水
県
「
新
羅
坊
」
は
崔
暈

を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
特
別
な
結

び
つ
き
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
泗
州

漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
と
清
海
鎮
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
地
の
間
に

人
的
な
交
流
を
通
し
た
結
び
つ
き
が
存
在
し
た
と
考
え
る
。

四
、
清
海
鎮
と
泗
州
漣
水
県「
新
羅
坊
」を
結
ぶ
人
的
交
流
に
つ
い
て

　
九
世
紀
前
半
は
唐
や
新
羅
の
求
心
力
の
低
下
に
よ
り
地
方
へ
の
統

制
力
が
弛
緩
す
る
時
代
で
あ
り
、
社
会
の
混
乱
を
背
景
と
し
て
多

く
の
人
の
移
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
に
は
、

八
一
六
年
に
一
七
〇
人
の
困
窮
し
た
新
羅
人
が
食
料
を
も
と
め
て
浙
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清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て
―
泗
州
漣
水
県
を
中
心
に
―
（
萩
原
）

東
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り（
（1
（

、
ま
た
同
時
期
に
日

本
へ
も
多
く
の
新
羅
人
が
来
着
し
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
時
代
に
は
、
多
く

の
新
羅
人
た
ち
が
糧
を
も
と
め
て
活
発
に
移
動
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
移
動
は
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、

時
世
に
応
じ
た
双
方
向
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

示
唆
す
る
の
は
、
唐
の
杜
牧
（
八
〇
三
～
八
五
八
）
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
『
樊
川
文
集
』
張
保
皐
鄭
年
伝
の
記
述
で
あ
る
。

新
羅
人
張
保
皐
鄭
年
者
自
其
国
来
徐
州
為
軍
中
小
将
。
保
皐
年

三
十
年
少
十
歳
兄
呼
保
皐
。
倶
善
後
闘
戦
騎
而
揮
槍
其
本
国
與

徐
州
無
有
能
敵
者
。〔
中
略
〕
後
保
皐
帰
新
羅
謁
其
王
曰
、
遍

中
国
以
新
羅
人
為
奴
婢
、
願
得
鎮
清
海
。
新
羅
海
路
之
要
。
使

賊
不
得
掠
人
西
去
。
其
王
与
万
人
如
其
請
。
自
大
和
後
海
上
無

鬻
新
羅
人
者
。
保
皐
既
貴
於
其
国
。
年
錯
寞
去
職
餓
寒
在
泗
之

漣
水
県
。
一
日
言
於
漣
水
戌
将
馮
元
規
曰
。
年
欲
東
帰
。
乞
食

於
張
保
皐
。
元
規
曰
。
爾
与
保
皐
所
挟
何
如
。
奈
何
去
取
死
其

手
。
年
曰
。
餓
寒
死
不
如
兵
死
快
。
况
死
故
郷
邪
。
年
遂
去
至

謁
保
皐
。
保
皐
飲
之
極
歓
。
飲
未
卒
。
其
国
使
至
大
臣
殺
其
王

国
乱
無
主
。
保
皐
遂
分
兵
五
千
人
与
年
。
持
年
泣
曰
。
非
子
不

能
平
禍
難
。
年
至
其
国
誅
反
者
立
王
。
以
報
。
王
遂
徴
保
皐
為

相
。
以
年
代
保
皐
。

〈『
樊
川
文
集
』
巻
六
、
張
保
皐
鄭
年
伝
〉

『
樊
川
文
集
』
張
保
皐
鄭
年
伝
は
、
張
保
皐
の
来
歴
を
記
し
た
貴

重
な
史
料
で
あ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
そ

の
内
容
に
注
目
し
た
い
。
記
事
に
よ
れ
ば
、
張
保
皐
と
鄭
年
は
新
羅

か
ら
唐
の
徐
州
に
来
て
「
軍
中
小
将
」
に
な
っ
た
と
あ
る
。『
旧
唐

書
』
地
理
志
に
は
、「
武
寧
軍
節
度
使
は
徐
・
泗
・
濠
・
宿
の
四
州

を
管
掌
す
る
」
と
あ
り
、
張
保
皐
と
鄭
年
は
武
寧
軍
節
度
使
の
も
と

で
職
に
つ
い
た
と
み
ら
れ
る（
（1
（

。
そ
の
後
、
張
保
皐
は
新
羅
へ
と
帰
国

し
海
賊
の
鎮
圧
を
訴
え
て
清
海
鎮
大
使
と
な
る
。
一
方
、
武
寧
軍
節

度
使
で
職
を
失
っ
た
鄭
年
は
、
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
み
な
が
ら
「
泗

之
漣
水
県
」
に
あ
り
、
新
羅
に
帰
り
す
で
に
清
海
鎮
大
使
と
な
っ
て

い
た
張
保
皐
の
下
へ
身
を
寄
せ
る
。
そ
し
て
、
鄭
年
は
張
保
皐
の
も

と
で
新
羅
の
内
乱
の
平
定
に
功
績
を
あ
げ
る
。
鄭
年
が
功
績
を
あ
げ

た
内
乱
に
つ
い
て
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
閔
哀
王
元
（
八
三
八
）

年
条
は
鄭
年
が
張
保
皐
に
よ
る
神
武
王
擁
立
の
戦
争
に
参
戦
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

二
月
。
金
陽
募
集
兵
士
。
入
清
海
鎮
謁
祐
徴
阿
飡
。
祐
徴
在
清

海
鎮
。
聞
金
明
簒
位
。
謂
鎮
大
使
弓
福
曰
。
金
明
弑
君
自
立
。

利
弘
枉
殺
君
父
。
不
可
共
戴
天
也
。
願
仗
将
軍
之
兵
。
以
報
君

父
之
讎
。
弓
福
曰
。
古
人
有
言
。
見
義
不
為
無
勇
。
吾
雖
庸
劣
。

唯
命
是
従
。
遂
分
兵
五
千
人
。
与
其
友
鄭
年
曰
。
非
子
不
能
平

禍
乱
。
冬
十
二
月
。
金
陽
為
平
東
将
軍
。
与
閻
長
、
張
弁
、
鄭

年
、
駱
金
、
張
建
榮
、
李
順
行
統
軍
。
至
武
州
鐵
冶
県
。
王
使

大
監
金
敏
周
出
軍
迎
戦
。
遣
駱
金
、
李
順
行
。
以
馬
軍
三
千
突
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撃
。
殺
傷
殆
盡
。

〈『
三
国
史
記
』
巻
一
〇
、新
羅
本
紀
閔
哀
王
元
（
八
三
八
）
年
条
〉

と
あ
っ
て
、
新
羅
の
興
徳
王
死
後
の
王
位
継
承
戦
争
に
敗
れ
て
清
海

鎮
へ
と
逃
れ
て
い
た
祐
徴
は
、
八
三
八
年
二
月
に
金
明
に
よ
る
王
位

簒
奪
の
報
せ
を
聞
く
と
張
保
皐
に
挙
兵
を
要
請
し
て
い
る
。
張
保

皐
は
要
請
を
承
諾
す
る
と
鄭
年
に
五
〇
〇
〇
の
兵
を
分
け
て
お
り
、

一
二
月
に
は
金
陽
を
平
東
将
軍
と
し
て
鄭
年
を
含
む
将
を
率
い
さ
せ

武
州
に
出
兵
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
翌
年
閏
正
月
に
は
閔
哀
王
を
倒

し
、
祐
徴
が
新
羅
の
王
位
に
つ
き
神
武
王
と
な
る
。

　
蒲
生
京
子
氏
は
、
張
保
皐
と
鄭
年
が
新
羅
へ
と
帰
国
す
る
契
機
と

し
て
節
度
使
の
銷
兵
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
節

度
使
の
経
費
節
減
を
目
的
と
し
て
長
慶
元
（
八
二
一
）
年
に
唐
朝
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
銷
兵
の
密
詔
は
、
憲
宗
即
位
以
降
の
唐
朝
の
強
藩

に
対
す
る
鎮
圧
活
動
が
兵
員
の
増
加
を
促
し
て
江
淮
諸
鎮
の
経
済
的

負
担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
毎
年
若
干
程
度
ず
つ
兵
員
を

削
減
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
が
武
寧
軍
節
度
使
に
も

及
ん
で
張
保
皐
や
鄭
年
の
帰
国
の
契
機
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
の
で

あ
る（
（1
（

。

　
す
で
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
九
世
紀
初
頭
に
は
新
羅
に
お
け
る

飢
饉
や
地
方
政
治
の
乱
れ
か
ら
多
く
の
新
羅
人
が
唐
へ
渡
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
張
保
皐
や
鄭
年
の
よ
う
に
唐
に
渡
っ
て
節

度
使
の
下
で
職
に
あ
り
つ
く
も
の
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方

で
、唐
で
職
を
失
い
新
羅
へ
と
帰
国
す
る
例
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

唐
や
新
羅
に
お
け
る
地
方
の
混
乱
は
新
羅
人
の
流
動
性
を
生
み
出

し
、
黄
海
を
ま
た
い
で
双
方
向
の
交
流
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
鄭

年
の
例
の
よ
う
に
職
を
失
っ
た
在
唐
新
羅
人
た
ち
は
糧
を
求
め
て
張

保
皐
の
清
海
鎮
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
特
に
『
樊
川
文
集
』
に
「
泗
之
漣
水
県
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目

す
れ
ば
、
泗
州
は
張
保
皐
が
所
属
し
た
武
寧
軍
節
度
使
の
管
掌
で
あ

り
、
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
と
清
海
鎮
と
の
人
的
な
交
流
は
清
海
鎮

設
置
の
当
初
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
崔

暈
と
泗
州
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
と
の
間
に
う
か
が
わ
れ
る
結
び
つ

き
に
つ
い
て
も
、
継
続
的
な
人
的
交
流
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

張
保
皐
の
清
海
鎮
は
、
神
武
王
を
擁
立
し
た
戦
争
に
お
い
て
大

き
な
戦
力
と
な
っ
て
い
る
が
、
張
保
皐
は
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
軍
事
力

を
持
ち
得
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。『
樊
川
文
集
』
は
、
張
保

皐
に
よ
る
清
海
鎮
の
設
置
に
当
た
っ
て
新
羅
王
が
「
万
人
」
を
与
え

た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
数
を
表
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は

難
し
く
、
ま
た
莞
島
周
辺
の
新
羅
人
を
統
制
下
に
置
い
た
と
考
え
て

も
清
海
鎮
の
軍
事
力
を
説
明
す
る
に
は
不
足
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
清
海
鎮
と
漣
水
県
「
新
羅
坊
」
と
の
間
に
う
か
が
わ

れ
る
よ
う
な
人
的
交
流
が
清
海
鎮
の
軍
事
的
な
台
頭
に
も
影
響
を
与

え
た
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
張
保
皐
が
節
度
使
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清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て
―
泗
州
漣
水
県
を
中
心
に
―
（
萩
原
）

の
銷
兵
政
策
に
よ
っ
て
職
を
追
わ
れ
た
人
々
を
自
身
の
勢
力
に
取
り

込
ん
で
い
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
清
海
鎮
が
強
力
な
軍
事
力
を
持
ち
得

た
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
節
度
使
と
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て

一
方
で
他
の
新
羅
人
居
留
地
の
例
を
み
れ
ば
、
新
羅
人
居
留
地

は
節
度
使
と
の
間
に
も
関
係
を
築
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
新
羅
人
居

留
地
の
管
理
者
の
な
か
に
節
度
使
の
官
職
に
つ
い
て
い
る
者
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
山
東
の
新
羅
人

居
留
地
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、『
行
記
』
開
成
四
（
八
三
九
）
年

六
月
七
日
条
に
は
、
張
保
皐
が
建
立
し
た
赤
山
法
花
院
の
管
理
者
と

し
て
「
押
衙
張
詠
」
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
張
詠
は
、『
行
記
』
会

昌
五
（
八
四
五
）
年
八
月
二
七
日
条
に
は
「
平
盧
軍
節
度
同
十
将
兼

登
州
諸
軍
事
押
衙
張
詠
」
と
あ
り
、
節
度
使
の
下
で
官
職
に
つ
き
文

登
県
の
在
唐
新
羅
人
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

七
日
。
午
時
。
乾
風
吹
。
挙
帆
進
行
。
未
申
之
際
、
到
赤
山
東

辺
泊
船
。
乾
風
大
切
。
其
赤
山
純
是
巌
石
高
秀
処
。
即
文
登
県

清
寧
郷
赤
山
村
。
山
裏
有
寺
。
名
赤
山
法
花
院
。
本
張
宝
高
初

所
建
也
。
長
有
荘
田
、以
充
粥
飯
。
其
荘
田
一
年
得
五
百
石
米
。

冬
夏
講
説
。
冬
誦
法
花
経
。
夏
講
八
巻
金
光
明
経
。
長
年
講
之
。

南
北
有
巌
岑
、
水
通
院
庭
。
従
西
而
東
流
。
東
方
望
海
。
遠
開

南
西
。
北
方
連
峯
作
壁
。
但
坤
隅
斜
下
耳
。
当
今
新
羅
通
事
押

衙
張
詠
及
林
大
使
、
王
訓
等
専
勾
当
。

〈『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月
七
日
条
〉

廿
七
日
。
到
勾
当
新
羅
所
。
勅
平
盧
軍
節
度
同
十
将
兼
登
州
諸

軍
事
押
衙
張
詠
、
勾
当
文
登
県
界
新
羅
人
戸
。
到
宅
相
見
。
便

識
歓
喜
、
存
問
慇
懃
。

〈『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
八
月
二
七
日
条
〉

ま
た
、楚
州
の「
新
羅
坊
」に
つ
い
て
は『
行
記
』会
昌
五（
八
四
五
）

年
七
月
三
日
条
に
「
惣
管
当
州
同
十
将
薛
」
と
あ
り
、
楚
州
の
「
新

羅
坊
」
の
惣
管
と
し
て
当
州
同
十
将
薛
（
薛
詮
）
の
名
が
み
え
る（
（1
（

。

経
高
郵
宝
応
両
県
、
七
月
三
日
得
到
楚
州
。
先
入
新
羅
坊
、
見

惣
管
当
州
同
十
将
薛
、
新
羅
訳
語
劉
慎
言
。
相
接
、
存
問
慇
懃
。

〈『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
七
月
三
日
条
〉 

張
詠
の
「
平
盧
軍
節
度
同
十
将
兼
登
州
諸
軍
事
押
衙
」
や
薛
詮

の
「
当
州
同
十
将
」
の
肩
書
き
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
際
に

参
考
と
な
る
の
が
、
同
時
期
に
活
動
し
た
唐
商
で
あ
る
徐
公
直
と
い

う
人
物
の
肩
書
で
あ
る
。
徐
公
直
は
「
蘇
州
衙
前
散
将
」・「
婺
州
衙

前
散
将
」・「
衙
前
同
十
将
」・「
蘇
州
押
衙
」
と
い
っ
た
肩
書
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
石
井
正
敏
氏
は
、
節
度
使
が
す
で
に
有

名
無
実
な
名
誉
職
と
な
っ
て
い
た
「
衙
前
将
校
」
の
官
職
を
商
人
に

あ
た
え
貿
易
を
行
わ
せ
て
い
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
唐
商
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の
徐
公
直
が
大
商
人
と
し
て
蘇
州
の
鎮
海
軍
節
度
使
の
も
と
に
貿
易

活
動
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。
徐

公
直
の
「
衙
前
同
十
将
」
と
登
州
の
張
詠
や
楚
州
の
薛
詮
の
肩
書
に

含
ま
れ
る
「
同
十
将
」
と
い
う
の
が
同
様
の
官
職
を
指
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
張
詠
や
薛
詮
は
節
度
使
権
力
の
も
と
で
貿
易
活
動
を
行
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
張
詠
や
薛
詮
の
場
合
は
在
唐
新
羅
人

の
管
理
と
い
う
実
務
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徐
公
直
の
場
合

と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
節
度
使
と
新
羅
人
居
留

地
と
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
、
交
易
の
担
い
手
と
し
て
の
在
唐

新
羅
人
の
性
格
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
泗
州
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
に
つ
い
て
は
、
惣
管
の
名
が

わ
か
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
で
あ
っ
た
の
か
は
残
念
な
が

ら
不
明
で
あ
る
が
、
張
詠
や
薛
詮
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
節
度
使
権
力

と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

六
、
ま
と
め
に
か
え
て

　
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
論
考
を
踏
ま
え
て
私
見
を
述
べ
、
ま
と
め

に
か
え
た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
些
細
な
手
が
か
り
か
ら
推
断
を
重

ね
つ
つ
も
泗
州
漣
水
県
の
「
新
羅
坊
」
と
張
保
皐
と
の
関
係
を
検
討

し
、「
新
羅
坊
」
と
清
海
鎮
と
の
間
に
継
続
的
な
人
的
交
流
が
存
在

し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
ま
た
、
山
東
や
楚
州
の
新
羅
人
居
留
地
の

管
理
者
が
節
度
使
の
官
職
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
羅
人

居
留
地
が
節
度
使
権
力
の
下
で
貿
易
を
展
開
し
て
い
た
可
能
性
に
も

触
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
新
羅
人
居
留
地
が
節
度
使
や
清
海
鎮

と
い
っ
た
自
立
的
な
地
域
権
力
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
新
羅
人
居
留
地
は
地
域
権
力
を
結
び

つ
け
る
結
節
点
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
地
域
権

力
の
結
節
点
と
し
て
の
新
羅
人
居
留
地
の
果
た
し
た
役
割
は
、
従
来

指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
主
に
貿
易
の
要
地
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
が
、
清
海
鎮
と
新
羅
人
居
留
地
と
の
人
的
交
流
を
踏

ま
え
れ
ば
、
単
に
貿
易
の
拠
点
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
清
海
鎮

の
新
羅
に
お
け
る
軍
事
的
な
台
頭
に
つ
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
張
保
皐
と
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
性

を
検
討
す
る
上
で
は
、
張
保
皐
の
貿
易
活
動
ば
か
り
に
注
目
す
る
の

で
は
な
く
、
よ
り
広
い
視
野
を
も
っ
て
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。
新
羅

人
居
留
地
の
も
つ
地
域
権
力
の
結
節
点
と
し
て
の
性
格
に
焦
点
を
あ

て
検
討
す
る
こ
と
は
、
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
と
の
関
係
性
を
よ
り

鮮
明
に
し
、
張
保
皐
の
台
頭
に
お
い
て
新
羅
人
居
留
地
が
果
た
し
た

歴
史
的
役
割
を
多
面
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
結
果
と
し
て
張
保
皐
と
新
羅
人
居
留
地
と
の

関
係
性
の
一
端
を
垣
間
み
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
回
の
成
果
を
も

と
に
よ
り
詳
細
な
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。



－  （6  －－  （6  －

清
海
鎮
大
使
張
保
皐
と
在
唐
新
羅
人
居
留
地
の
関
係
に
つ
い
て
―
泗
州
漣
水
県
を
中
心
に
―
（
萩
原
）

注（１
）
岡
田
正
之
「
慈
覚
大
師
の
入
唐
紀
行
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』

一
三
、一
九
二
四
年
。
今
西
龍
「
慈
覚
大
師
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
を

読
み
て
」『
新
羅
史
研
究
』
金
沢
書
店
、
一
九
三
三
年
。
Ｅ
・
Ｏ
・
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
『
世
界
史
上
の
円
仁
』
田
村
完
誓
訳
、
実
業
之
日
本
社
、

一
九
六
三
年
。
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
（
一
）
～

（
四
）』
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
九
年
。
藤
間
生
大
『
東
ア
ジ
ア
世

界
の
形
成
』
春
秋
社
、
一
九
七
七
、
な
ど
。

（
２
）
蒲
生
京
子
「
新
羅
末
期
の
張
保
皐
の
抬
頭
と
反
乱
」『
朝
鮮
史
研
究

会
論
文
集
』
一
六
、一
九
七
九
年
。

（
３
）
堀
敏
一
「
在
唐
新
羅
人
の
活
動
と
日
唐
交
通
」『
東
ア
ジ
ア
の
中
の

古
代
日
本
』
第
八
章
、
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
。

（
４
）
李
炳
魯
「
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
「
環
シ
ナ
海
貿
易
圏
」
の

考
察
―
張
保
皐
と
対
日
交
易
を
中
心
と
し
て
―
」『
史
学
年
報
』、

一
九
九
三
年
、
二
～
五
頁
、
小
野
勝
年
前
掲
書
第
一
巻
、
四
六
六
～

四
六
七
頁
参
照
。

（
５
）
金
文
経
「
円
仁
と
在
唐
新
羅
人
」『
円
仁
と
そ
の
時
代
』
高
志
書
院
、

二
〇
〇
九
年
、
二
三
六
～
二
四
八
頁
。

（
６
）
崔
暈
に
つ
い
て
は
、『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月

二
八
日
条
に
は
「
大
唐
売
物
使
崔
兵
馬
使
」
と
あ
り
、『
行
記
』
巻
四
、

会
昌
五
（
八
四
五
）
年
七
月
九
日
条
で
は
「
清
海
鎮
兵
馬
使
」
と
あ
る
。

（
７
）『
行
記
』
巻
二
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
六
月
二
八
日
条
。

（
８
）
張
宝
高
の
暗
殺
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
は
、『
三
国
史
記
』
に
は
文
聖

王
八
（
八
四
六
）
年
と
あ
る
が
、『
行
記
』
の
記
事
な
ど
と
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、『
続
日
本
後
紀
』
に
あ
る
八
四
一
年
一
一
月
と
い
う
の
が

も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
。
李
基
東
「
張
保
皐
と
そ
の
海
上
王
国
（
下
）」

『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
七
、二
〇
〇
一
年
、
一
四
七
頁
参
照
。

（
９
）『
続
日
本
後
紀
』
巻
一
一
、
承
和
九
年
正
月
乙
巳
条

（
（0
）『
三
国
史
記
』
巻
一
〇
、
新
羅
本
紀
、
憲
徳
王
一
一
年
条

（
（（
）
佐
伯
有
清
「
九
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
―
来
日
新
羅
人
の
動
向
を
め

ぐ
っ
て
―
」『
歴
史
学
研
究
』
二
八
七
、一
九
六
四
年
参
照
。

（
（（
）『
旧
唐
書
』
巻
三
八
、
志
第
一
八
、
地
理
一
。

（
（（
）
蒲
生
京
子
前
掲
論
文
、
四
九
～
五
〇
頁
。

（
（（
）『
行
記
』
巻
四
、
会
昌
七
年
六
月
一
〇
日
条
に
「
前
惣
管
薛
詮
」
と

あ
る
。

（
（5
）
石
井
正
敏
「
九
世
紀
の
日
本
・
唐
・
新
羅
三
国
間
貿
易
に
つ
い
て
」

『
歴
史
と
地
理
』
三
九
四
、一
九
八
八
年
、
一
〇
～
一
三
頁
。

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）


